
様式第１８号の４（その２）（特定医師による応急入院の場合）

（表）

愛
媛

県
報

平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

１０１



（裏）

愛
媛

県
報

平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

１０２



様式第１８号の５及び様式第１８号の６を次のように改める。
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様式第１８号の５（第２２条関係） 措置入院者定期病状報告書

（表）

愛
媛

県
報

平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

１０４



（裏）

愛
媛

県
報

平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

１０５



様式第１８号の６（第２３条関係） 医療保護入院者定期病状報告書

（表）

愛
媛

県
報

平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

１０６



（裏）

愛
媛

県
報

平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

１０７



様式第２１号の２中
「

□診断書 □年金証書等（障害年金の年金証書、年金裁定通知書及び直近の振込（支払）通知書の写し（ 級）） を
」

「 □診断書 □年金証書等（障害年金の年金証書、年金裁定通知書及び直近の振込（支払）通知書の写し（ 級））

□特別障害給付金受給資格者証等の写し（ 級） □写真（縦４センチメートル×横３センチメートル）
に改め、同様式注意４中

」

「写し」の下に「及び写真（縦４センチメートル×横３センチメートル、脱帽して上半身を写したもので１年以内に撮影したもの）」を加

える。
ほう

様式第２２号�中「Ｆ９」の下に「又はＧ４０」を加え、同様式��中「分裂症等」を「統合失調症等」に改め、同様式��２中「痴呆」を
「認知症」に改め、同様式�中「社会復帰施設」を「障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、共同
生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス等」に改め、「、グループホーム、ホームヘルプ」

を削る。

「

□ 破損

□ 汚損

□ 紛失

�
�
�	

紛失の状況 

�
��

□ 旧様式（写真なし）から新様

式（写真あり）への変更

「

□ 破れたため

□ 汚れたため

□ 紛失したため

�
�
�	

紛失したときの状況 

�
��

様式第２４号中「保健所名」を「市町名」に改め、 を に

」

」

改め、同様式注意に次のように加える。

３ 破損、汚損又は新様式への変更の場合にあつては、その障害者手帳を添付すること。

様式第２６号から様式第２８号までを削る。

第７条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入院措置の解除）

第９条 知事は、法第２９条の４第１項の規定により措置入院者を退

院させようとするときは、当該措置入院者を入院させている精神

科病院又は指定病院の管理者及び当該措置入院者の保護者に対し

て入院措置の解除通知書（様式第８号）によりその旨を通知する

ものとする。

（同意者の変更）

第１８条 精神科病院の管理者は、法第３３条第７項に規定する同意者

が死亡その他の理由により変更したときは、同意者変更届出書（様

式第１８号）に変更後の同意者の同意書を添え当該保健所長を経て、

知事に提出しなければならない。

（仮退院及び再入院）

第２４条 省略

２ 法第２９条第１項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者

は、仮退院させた精神障害者を再び入院させようとするときは、

仮退院者再入院届出書（様式第２０号）を当該保健所長を経て、知

事に提出しなければならない。

（措置入院者の事故報告）

第２５条 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管

理者は、措置入院者が次の各号のいずれかに該当するときは、措

置入院者事故報告書（様式第２１号）により直ちに当該保健所長を

経て、知事に提出しなければならない。

�～ 省略

様式第５号（第６条関係） 措置入院に関する診断書（表）

（入院措置の解除）

第９条 知事は、法第２９条の４第１項の規定により措置入院者を退

院させようとするときは、当該措置入院者を入院させている精神

病院 又は指定病院の管理者及び当該措置入院者の保護者に対し

て入院措置の解除通知書（様式第８号）によりその旨を通知する

ものとする。

（同意者の変更）

第１８条 精神病院 の管理者は、法第３３条第７項に規定する同意者

が死亡その他の理由により変更したときは、同意者変更届出書（様

式第１８号）に変更後の同意者の同意書を添え当該保健所長を経て、

知事に提出しなければならない。

（仮退院及び再入院）

第２４条 省略

２ 法第２９条第１項に規定する精神病院 又は指定病院の管理者

は、仮退院させた精神障害者を再び入院させようとするときは、

仮退院者再入院届出書（様式第２０号）を当該保健所長を経て、知

事に提出しなければならない。

（措置入院者の事故報告）

第２５条 措置入院者を入院させている精神病院 又は指定病院の管

理者は、措置入院者が次の各号のいずれかに該当するときは、措

置入院者事故報告書（様式第２１号）により直ちに当該保健所長を

経て、知事に提出しなければならない。

�～ 省略

様式第５号（第６条関係） 措置入院に関する診断書（表）
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措置入院に関する診断書 措置入院に関する診断書

申請書の形式 １～５ 省略 ６ 精神科病院の管理

者 ７ 省略

申請書の形式 １～５ 省略 ６ 精神病院 の管理

者 ７ 省略

省略 省略

様式第８号（第９条関係） 入院措置の解除通知書 様式第８号（第９条関係） 入院措置の解除通知書

入院措置の解除通知書

年 月 日

保 護 者
様

精神科病院又は指定病院の管理者

愛媛県知事 �

入院措置の解除通知書

年 月 日

保 護 者
様

精神病院 又は指定病院の管理者

愛媛県知事 �

省略 省略

様式第１６号（第１６条、第１８条、様式第１７号、様式第１８号関係） 同

意書

様式第１６号（第１６条、第１８条、様式第１７号、様式第１８号関係） 同

意書

同 意 書

年 月 日

精神科病院の管理者

様

同意者

氏 名 �

省略

同 意 書

年 月 日

精神病院 の管理者

様

同意者

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略 注 省略

（愛媛県行政組織規則の一部改正）

第８条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（身体障害者更生相談所）

第３７条 愛媛県身体障害者更生相談所（以下「身体障害者更生相談

所」という。）の業務は、次のとおりとする。

� 身体障害者及びその介護を行う者に対する援護の実施に関す

る市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他

必要な援助に関すること（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第

２８３号）第１８条第２項

の措置に係るものに限

る。）。

�～� 省略

２・３ 省略

（知的障害者更生相談所）

第４０条 愛媛県知的障害者更生相談所（以下「知的障害者更生相談

所」という。）の業務は、次のとおりとする。

� 知的障害者及びその介護を行う者に対する更生援護の実施に

関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供そ

の他必要な援助に関すること（知的障害者福祉法（昭和３５年法

律第３７号）

第１６条第１項第２号の措置に係るものに限

る。）。

�～� 省略

（身体障害者更生相談所）

第３７条 愛媛県身体障害者更生相談所（以下「身体障害者更生相談

所」という。）の業務は、次のとおりとする。

� 身体障害者及びその介護を行う者に対する援護の実施に関す

る市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他

必要な援助に関すること（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第

２８３号）第１７条の３第１項の規定によるあつせん、調整若しくは

要請又は同法第１８条第３項及び第４項の措置に係るものに限

る。）。

�～� 省略

２・３ 省略

（知的障害者更生相談所）

第４０条 愛媛県知的障害者更生相談所（以下「知的障害者更生相談

所」という。）の業務は、次のとおりとする。

� 知的障害者及びその介護を行う者に対する更生援護の実施に

関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供そ

の他必要な援助に関すること（知的障害者福祉法（昭和３５年法

律第３７号）第１５条の４第１項の規定によるあつせん、調整若し

くは要請又は同法第１６条第１項第２号の措置に係るものに限

る。）。

�～� 省略
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訓 令

２・３ 省略 ２・３ 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条の規定は、平成１８年１２月２３日から施行する。

（経過措置）

２ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）附則第４８条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に

規定する精神障害者社会復帰施設に係る第６条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第３１条第２項及

び第３項の規定による届出は、障害者自立支援法附則第１条第３号に掲げる規定の日の前日までの間は、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の

様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

４ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができ

る。

５ この規則の施行の日から平成２３年２月２８日までの間は、第６条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細

則様式第１号看護体制の欄、同規則様式第１８号の３（その１）看護体制の欄及び同様式（その２）看護体制の欄中

「
� 看護師、准看護師及び看護補助者の合計

（ 人）

� 入院患者に対する�の人員の比率

（ 対１）

� 入院患者の数を４で割りその端数を繰り上げた数

（ ）

� �の数に０．８を乗じた数 （ ）

� 看護師と准看護師の合計 （ 人）

� �の数と�の人員の数とを比較して大きい数

（ ）

「 � 看護師、准看護師の合計

（ 人）

� 入院患者に対する�の人員の比率
（ 対１）

とあるのは、 とする。

」

」

�愛媛県訓令第１５号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県児童相談所処務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県児童相談所処務規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県児童相談所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県児童相談所処務規程（昭和３６年愛媛県訓令第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課 省略

指導課

� 児童福祉法第２４条の３第１項の規定による施設給付決定（同

法第２４条の２第２項の規定による障害児施設給付費の額の決定

（同法第２４条の５の規定による認定を含む。）、同法第２４条の

３第６項の規定による施設受給者証の交付及び児童福祉法施行

規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第２５条の９の規定による負担

上限月額等の通知を含む。）に関すること。

� 児童福祉法第２４条の４第１項の規定による施設給付決定の取

消し（同条第２項の規定による施設受給者証の返還の受理を含

む。）に関すること。

（分掌事務）

第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課 省略

指導課
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� 児童福祉法第２４条の１９第１項及び第２項の規定による情報の

提供、相談及び助言並びにあつせん、調整及び要請に関するこ

と。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 児童福祉法施行規則第２５条の７第５項の規定による負担上限

月額等の変更に関すること。

	 児童福祉法施行規則第２５条の７第７項の規定による施設給付

決定に係る事項の変更の届出の受理に関すること。


 児童福祉法施行規則第２５条の７第９項及び第１２項の規定によ

る施設受給者証の再交付及び返還の受理に関すること。

� 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）第８条の

５、第８条の７第１項及び第８条の８の規定による障害児施設医

療受給者証の交付、再交付及び返還の受理に関すること。

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

知
事

専決者
知
事

専決者

部
長
局
長
課
長

部
長
局
長
課
長

保
健
福
祉
課

１～１６

省略

保
健
福
祉
課

１～１６

省略

１７ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１ 障害福祉サービス事業（施設

を必要とするものに限る。）及び

福祉ホームに関すること。

� 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

（第８１条第１項）
○

� 事業の停止命令等（第８２条

第２項）
○

１８ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 身体障害者社会参加支援施設

の監査の計画及び実施

○

１７ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 更生援護施設

の監査の計画及び実施

○

１９ 省略 １８ 省略

２０ 旧精

神保健

１ 精神障害者社会復帰施設に関

すること。

１９ 精神

保健及
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及び精

神障害

者福祉

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

� 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

（第５０条の２の４、障害者自

立支援法附則第４８条）

○

び精神

障害者

福祉に

関する

法律

の施行

に関す

る事務

１ 報告の徴収及び立入検査（第

５０条の２の４） ○

� 改 善 及 び 事 業 の 停 止 命 令

（第５０条の２の５第１項、障

害者自立支援法附則第４８条）

○

２ 改善及び事業の停止命令（第

５０条の２の５第１項） ○

２１ 省略 ２０ 省略

２２ 省略 ２１ 省略

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

知
事

専決者
知
事

専決者

部
長
局
長
課
長

部
長
局
長
課
長

健
康
増
進
課

１～３

省略

健
康
増
進
課

１～３

省略

４ 精神

保健及

び精神

障害者

福祉に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 ４ 精神

保健及

び精神

障害者

福祉に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 特定病院の認定（第２２条の４

第４項、第３３条第４項）
○

３ 省略 ２ 省略

４ 医療保護入院に関すること。 ３ 医療保護入院に関すること。

� 入院措置の届出の受理（第

３３条第７項）
○

� 入院措置の届出の受理（第

３３条第４項）
○

� 省略 � 省略

５ 応急入院に関すること。 ４ 応急入院に関すること。

� 応急入院指定病院の指定及

び指定の取消し（第１９条の９

第２項、第３３条の４第１項、

第６項、第３３条の５）

○

� 応急入院指定病院の指定及

び指定の取消し（第１９条の９

第２項、第３３条の４第１項、

第３項、第３３条の５）

○

� 入院措置の届出の受理（第

３３条の４第５項）
○

� 入院措置の届出の受理（第

３３条の４第２項）
○

６ 定期の報告の受理（第３８条の

２第１項、第２項）
○

５ 定期の報告の受理（第３８条の

２ ）
○

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

５～１８

省略

５～１８

省略

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

知
事

専決者
知
事

専決者

部
長
局
長
課
長

部
長
局
長
課
長

障
害
福

１ 省略 障
害
福

１ 省略

２ 障害 １・２ 省略 ２ 障害 １・２ 省略
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祉
課

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

３ 指定障害者支援施設に関する

こと。

祉
課

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

� 指定（第２９条第１項、第５１

条第１号）
○

� 指定の変更（第３９条第１項） ○

� 指定の更新（第４１条第１項） ○

� 勧告（第４９条第２項） ○

� 勧告に従わない旨の公表

（第４９条第４項）
○

� 措置命令（第４９条第５項、

第６項）
○

� 指定の取消し等（第５０条第

１項、第３項、第５１条第４号）
○

� 指定の辞退に係る公示（第

５１条第３号）
○

４ 指定相談支援事業者に関する

こと。

� 指定（第３２条第１項、第５１

条第１号）
○

� 指定の更新（第４１条第１項） ○

� 勧告（第４９条第３項） ○

� 勧告に従わない旨の公表

（第４９条第４項）
○

� 措置命令（第４９条第５項、

第６項）
○

� 指定の取消し等（第５０条第

１項、第４項、第５１条第４号）
○

� 変更等の届出に係る公示

（第５１条第２号）
○

５ 省略 ３ 省略

６ 省略 ４ 省略

７ 障害福祉サービス事業等の開

始、変更、廃止及び休止の届出

の受理（第７９条第２項から第４

項まで）

○

５ 障害福祉サービス事業に関す

ること。

� 開始、変更、廃止及び休止

の届出の受理（第７９条第２項

から第４項まで）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第８１条第１項）
○

� 事業の停止命令等（第８２条） ○

８ 障害福祉サービス（施設を必

要とするものを除く。）、相談支

援事業、移動支援事業及び地域

活動支援センターに関するこ

と。

� 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

（第８１条第１項）
○
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� 事業の停止命令等（第８２条） ○

９ 市町が設置する障害者支援施

設に関すること。

� 設置の届出の受理（第８３条

第３項）
○

� 事業の停止命令等（第８６条

第１項）
○

１０ 省略 ６ 省略

１１ 省略 ７ 省略

１２ 省略 ８ 省略

１３ 指定旧法施設支援の加算に係

る届出の受理（障害者自立支援

法に基づく指定旧法施設支援に

要する費用の額の算定に関する

基準（平成１８年９月厚生労働省

告示第５２２号）別表第１の１注

３、４、第１の８注１から３ま

で、第１の９注、第１の１０、第

２の１注３、４、７、８、第２

の８注１から３まで、第２の９

注、第３の１注３、第３の８注

１から３まで、第３の９注、第

３の１０、第４の１注３、４、第

４の５注１、第４の９注１から

５まで、第４の１０注、第５の１

注３、第５の５注１、第５の９

注１から５まで、第５の１０注、

第６の６注）

○

１４ 介護給付費等の加算に係る届

出の受理及び認定（障害者自立

支援法に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉

サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（平成１８年９月

厚生労働省告示第５２３号）別表第

５の２注、第５の７注、第７の

２注、第９の２注、第９の３注、

第９の５注、第９の８注、第９

の９注、第１０の２注１から３ま

で、第１０の７注１から３まで、

第１１の２注、第１１の６注、第１２

の２注、第１２の５注、第１２の７

注１、２、第１２の８注、第１３の

２注、第１３の３注、第１３の８注、

第１３の９注、第１４の２注、第１４

の３注、第１４の８注、第１５の２

注、第１５の３注、第１５の４注、

第１５の９注、第１６の２注、第１６

の５注）

○

３ 身体 １～６ 省略 ３ 身体 １～６ 省略

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号外１

１１４



障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

７ 指定身体障害者更生施設等に

関すること。

� 指定（第１７条の１０第１項、

第１７条の３１第１号）
○

� 指定の辞退の申出に係る措

置（第１７条の３１第２号）
○

� 指定の取消し（第１７条の３０

第１項、第１７条の３１第３号）
○

７ 身体障害者生活訓練等事業等

の開始、廃止及び休止の届出の

受理（第２６条）

○

８ 身体障害者相談支援事業等

の開始、廃止及び休止の届出の

受理（第２６条）

○

８ 市町が設置する身体障害者社

会参加支援施設等の設置等の届

出の受理（第２８条第２項、第４

項ただし書）

○

９ 市町が設置する身体障害者更

生援護施設の設置 の届

出の受理（第２７条第３項

）

○

９ 身体障害者生活訓練等事業等

を行う者に対する報告の徴収等

（第３９条第１項）

○

１０ 身体障害者相談支援事業等

を行う者に対する報告の徴収等

（第３９条第１項）

○

１０ 身体障害者生活訓練等事業等

を行う者に対する事業の停止命

令等（第４０条）

○

１１ 身体障害者相談支援事業等

を行う者に対する事業の停止命

令等（第４０条）

○

１１ 市町の設置した身体障害者社

会参加支援施設等の事業の停止

命令等（第４１条第１項）

○

１２ 市町の設置した身体障害者更

生援護施設等 の事業の停止

命令等（第４１条第１項）

○

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 身体障害者社会参加支援施設

等の監査の計画及び実施
○

１５ 更生援護施設

の監査の計画及び実施
○

１５ 身体障害者社会参加支援施設

等の事務費の決定に関すること

（身体障害者保護費の国庫負担

（補助）について（平成５年４

月 １ 日 付 け 厚 生 事 務 次 官 通

知））。

○

１６ 身体障害者更生援護施設

の事務費の決定に関すること

（身体障害者保護費の国庫負担

（補助）について（平成５年４

月 １ 日 付 け 厚 生 事 務 次 官 通

知））。

○

１７ 身体障害者施設訓練等支援費

の加算に係る届出の受理（身体

障害者福祉法に基づく指定施設

支援に要する費用の額の算定に

関する基準（平成１５年２月厚生

労働省告示第２８号）別表２第１

の１注２、第２の１注６、注７）

○

４ 知的

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 指定知的障害者更生施設等に

関すること。

� 指定（第１５条の１１第１項、

第１５条の３１第１号）
○

� 指定の辞退の申出に係る措

置（第１５条の２９、第１５条の３１

第２号）

○

� 指定の取消し（第１５条の３０

第１項、第１５条の３１第３号）
○
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� 知的障害者施設訓練等支援

費の加算に係る届出の受理

（知的障害者福祉法に基づく

指定施設支援に要する費用の

額の算定に関する基準を定め

る件（平成１５年２月厚生労働

○

省告示第３０号）別表２第１の

１注３、第１の４注１、第２

の４注１）

４ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 指定知的障害児施設等に関す

ること。

５ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

� 指定（第２４条の２第１項、

第２４条の１８第１号）
○

� 指定の更新（第２４条の１０第

１項）
○

� 勧告（第２４条の１６第１項） ○

� 勧告に従わない旨の公表

（第２４条の１６第２項）
○

� 措置命令（第２４条の１６第３

項、第４項）
○

� 指定の取消し等（第２４条の

１７、第２４条の１８第３号）
○

� 指定の辞退に係る公示（第

２４条の１８第２号）
○

２ 省略 １ 省略

３ 福祉の措置に関すること。 ２ 福祉の措置に関すること。

� 障害児施設給付費及び特定

入所障害児食費等給付費の支

弁（第５０条第６号の４）

○

� 高額障害児施設給付費及び

障害児施設医療費の支弁（第

５０条第６号の４）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 旧精

神保健

及び精

神障害

者福祉

に関す

る法律

の施行

に関す

１ 精神障害者社会復帰施設に関

すること。

１０ 精神

保健及

び精神

障害者

福祉に

関する

法律

の施行

に関す

� 変更、廃止及び休止の届出

の受理（第５０条第３項、第４

項、障害者自立支援法附則第

４８条）

○

１ 精神障害者社会復帰施設の設

置、変更、廃止及び休止の届出

の受理（第５０条第２項から第４

項まで）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第５０条の２の４、障害者自

立支援法附則第４８条）

○

２ 報告の徴収及び立入検査（第

５０条の２の４、第５０条の３の３） ○
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る事務 � 事業の廃止の命令（第５０条

の２の５、障害者自立支援法

附則第４８条）

○

る事務 ３ 事業の廃止の命令（第５０条の

２の５第１項） ○

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

局
長

専決者
局
長

専決者

部
長
課
長

部
長
課
長

地
域
福
祉
課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 地
域
福
祉
課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ 市町が設置する

老

人福祉センターに関すること。

３ 市町が設置する身体障害者更生援

護施設、知的障害者援護施設及び老

人福祉センターに関すること。

�・� 省略 �・� 省略

４ 省略 ４ 省略

２ 省略 ２ 省略

３ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 ３ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ 指定障害者支援施設に関するこ

と。

� 指定の申請の受理（第２９条第１

項）
○

� 指定の変更の申請の受理（第３９

条第１項）
○

� 指定の更新の申請の受理（第４１

条第１項）
○

� 指定に係る事項の変更の届出の

受理（第４６条第２項）
○

� 指定の辞退の申出の受理（第４７

条）
○

� 報告の徴収及び立入検査（第４８

条第１項、第３項）
○

４ 指定相談支援事業者に関するこ

と。

� 指定の申請の受理（第３２条第１

項）
○

� 指定の更新の申請の受理（第４１

条第１項）
○

� 指定に係る事項の変更並びに事

業の廃止、休止及び再開の届出の

受理（第４６条第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第４８

条第１項、第４項）
○
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５ 市町が設置する障害者支援施設に

関すること。

� 報告の徴収及び立入検査（第８５

条第１項）
○

� 休止又は廃止の届出の受理（障

害者自立支援法施行令第４３条の４

第１項）

○

� 変更の報告の受理（障害者自立

支援法施行令第４３条の４第２項）
○

６ 障害者支援施設の監査の計画及び

実施
○

４ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略 ４ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 指定身体障害者更生施設等に関す

ること。

� 変更の届出の受理（第１７条の２７） ○

� 報告の命令等（第１７条の２８第１

項）
○

� 指定の辞退の申出に係る措置（第

１７条の２９）
○

４ 市町が設置する身体障害者社会参

加支援施設の長に対する報告の徴収

等（第３９条第２項）

○

５ 市町が設置する身体障害者更生援

護施設 の長に対する報告の徴収

等（第３９条第２項）

○

５ 身体障害者社会参加支援施設の監

査の計画及び実施
○

６ 更生援護施設 の監

査の計画及び実施
○

５ 省略 ５ 省略

６ 知的

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ６ 知的

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 指定知的障害者更生施設等に関す

ること。

� 変更の届出の受理（第１５条の２７） ○

� 報告の命令等（第１５条の２８第１

項）
○

� 指定の辞退の申出に係る措置

（第１５条の２９）
○

２ 省略 ３ 省略

７ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ７ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 指定知的障害児施設等に関するこ

と。

� 指定の申請の受理（第２４条の２

第１項）
○

� 指定の更新の申請の受理（第２４

条の１０第１項）
○

� 指定に係る事項の変更の届出の

受理（第２４条の１３）
○

� 指定の辞退の申出の受理（第２４

条の１４）
○

� 報告の徴収及び立入検査（第２４

条の１５第１項）
○

３ 省略 ２ 省略
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４ 省略 ３ 省略

８～２４

省略

８～２４

省略

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 社会福祉法第７０条の規定に基づく報告の徴収及び立入調査に

関すること（軽費老人ホーム及び 市町が設置する

老人福祉センターに係

るものに限る。）。

�・�の２ 省略

�の３ 障害者自立支援法第２９条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の申請の受

理に関すること。

�の４ 障害者自立支援法第３２条第１項の規定に基づく指定相談

支援事業者の指定の申請の受理に関すること。

�の５ 省略

�の６ 障害者自立支援法第３９条第１項の規定に基づく指定障害

者支援施設の指定の変更の申請の受理に関すること。

�の７ 障害者自立支援法第４１条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事

業者の指定の更新の申請の受理に関すること。

�の８ 障害者自立支援法第４６条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定相談支援事業者の指定に係る事項

の変更又は事業の廃止、休止若しくは再開の届出の受理に関す

ること。

�の９ 障害者自立支援法第４６条第２項の規定に基づく指定障害

者支援施設の指定に係る事項の変更の届出の受理に関するこ

と。

�の１０ 障害者自立支援法第４７条の規定に基づく指定障害者支援

施設の指定の辞退の申出の受理に関すること。

�の１１ 省略

�の１２ 障害者自立支援法第４８条第３項において準用する同条第

１項の規定に基づく指定障害者支援施設に対する報告の徴収及

び立入検査に関すること。

�の１３ 障害者自立支援法第４８条第４項において準用する同条第

１項の規定に基づく指定相談支援事業者に対する報告の徴収及

び立入検査に関すること。

�の１４ 障害者自立支援法第８５条第１項の規定に基づく市町が設

置する障害者支援施設に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること。

�の１５ 障害者自立支援法施行令第４３条の４第１項の規定に基づ

く市町が設置した障害者支援施設の休止又は廃止の届出の受理

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 社会福祉法第７０条の規定に基づく報告の徴収及び立入調査に

関すること（軽費老人ホーム並びに市町が設置する身体障害者

更生援護施設、知的障害者援護施設及び老人福祉センターに係

るものに限る。）。

�・�の２ 省略

�の３ 障害者自立支援法第２９条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者 の指定の申請の受

理に関すること。

�の４ 省略

�の５ 障害者自立支援法第４１条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者

の指定の更新の申請の受理に関すること。

�の６ 障害者自立支援法第４６条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者 の指定に係る事項

の変更又は事業の廃止、休止若しくは再開の届出の受理に関す

ること。

�の７ 省略
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に関すること。

�の１６ 障害者自立支援法施行令第４３条の４第２項の規定に基づ

く市町が設置した障害者支援施設に係る変更の報告の受理に関

すること。

� 身体障害者福祉法第１０条第１項第１号の規定に基づく市町村

相互間の連絡調整等（同法第１８条第２項

の措

置に係るものを除く。）に関すること。

�～� 省略

� 身体障害者福祉法第３９条第２項の規定に基づく市町が設置す

る身体障害者社会参加支援施設に対する報告の徴収及び立入検

査に関すること。

�から�まで 削除

� 知的障害者福祉法第１１条第１項第１号の規定に基づく市町村

相互間の連絡調整等（

同法第１６条第１項第２号の措置に

係るものを除く。）に関すること。

	から
まで 削除

�～� 省略

４～６ 省略

� 身体障害者福祉法第１０条第１項第１号の規定に基づく市町村

相互間の連絡調整等（同法第１７条の３第１項の規定によるあつ

せん、調整若しくは要請又は同法第１８条第３項及び第４項の措

置に係るものを除く。）に関すること。

�～� 省略

�からまで 削除

� 身体障害者福祉法第１７条の２７の規定に基づく指定身体障害者

更生施設等の変更の届出の受理に関すること。

� 身体障害者福祉法第１７条の２８第１項の規定に基づく指定身体

障害者更生施設等の設置者等に対する報告の命令等に関するこ

と。

� 身体障害者福祉法第１７条の２９の規定に基づく指定身体障害者

更生施設等の指定の辞退の申出の受理に関すること。

� 知的障害者福祉法第１１条第１項第１号の規定に基づく市町村

相互間の連絡調整等（同法第１５条の４第１項の規定によるあつ

せん、調整若しくは要請又は同法第１６条第１項第２号の措置に

係るものを除く。）に関すること。

	から�まで 削除

� 知的障害者福祉法第１５条の２７の規定に基づく指定知的障害者

更生施設等の変更の届出の受理に関すること。

� 知的障害者福祉法第１５条の２８第１項の規定に基づく指定知的

障害者更生施設等の設置者等に対する報告の命令等に関するこ

と。


 知的障害者福祉法第１５条の２９の規定に基づく指定知的障害者

更生施設等の指定の辞退の申出の受理に関すること。

�～� 省略

４～６ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

平成１８年１１月２１日 発行
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